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【新宿あした作業所・養蜂チームの皆さん】 
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2020・８ 

◆第４回運営委員会（８月１９日）を行いました 

◆ハザードマップや防災マニュアルを点検してください  

全国の事業所から 

（社福）新宿あした会 

新宿あした作業所 

≪東京都 新宿区≫ 
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Ｎｏ.１１９ ２０２０年８月発行 

３ 

 

令和２年度 第４回運営委員会（８月１９日）を行いました 

４ 

 

（一社）全国手をつなぐ育成会連合会で新たな保険プラン 

「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」を作りました 

６ 

 

ハザードマップや防災マニュアルを点検してください 

８ 

 

全国の事業所から 

新宿あした作業所（東京都 新宿区） 

1２ 

 

編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前号でもお知らせ致しましたが、全国手をつなぐ育成会連合会では、大規模災害や疫病

に備えて「災害等活動支援基金」を設置しています。 

今回の新型コロナウイルス感染症への対応としては、感染症が発生した事業所などが事

業継続できるよう、現地の育成会と連携して必要な救援物資などを提供します 。 

また、広域大規模災害が発生時には、「災害対策本部」を立ち上げ、全国各地の育成会

と連携して困りごとの相談や、国などへの提言・要望活動をおこないます。 

改めて、皆さまのご協力をお願い申しあげます。 

 

全国手をつなぐ育成会連合会では「災害等活動支援 

基金」を募っています【再掲】 

口座番号：滋賀銀行（銀行コード：０１５７） 県庁支店（支店コード：１６０） 

普通預金 ０５１９９０９ 

口座名義：一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 災害等活動支援基金 

      会長 久保厚子 

※振込手数料については、お振込み人様でご負担をお願い致します。 

災害等活動支援基金 
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去る８月１９日に第４回運営委員会を前回と同じくインターネットを利用し、次の

内容について協議いたしました。 

① 全国連合会の法人化にともなう事業所協議会規約改定について 

② 事業所協議会の会員募集および会費徴収方法ならびに事務分担について 

③ 事業所協議会ニュースについて 

④ 令和２年度の全国研修大会について 

前回の運営委員会に引き続いて、規約改定に向けての協議と会員管理事務の実施方

法について意見交換をしました。 

規約改定については、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会との関係性の整理

を専門家の意見を踏まえ、年明けには会員の皆さまに改定案をお示しできるよう、第

３四半期中に文言整理を図っていきます。 

会員管理事務については、今年度は従前通りの委員会としての運営形態となりまし

たので、会員の更新事務等は前年度と同様になりますが、新たな体制を見据えた事務

の実施方法の確立に向け、今年度下半期に詳細を詰めていきます。 

また、２月に予定している全国研修大会ですが、新型コロナウイルスの状況も不透

明なことから、今年度についてはインターネットを通じた動画配信により実施するこ

とになりました。テーマや内容については、秋頃に皆さまにお示しができるように運

営委員間で協議を進めていきます。 

（事業所協議会事務局長 石川 明博） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 第４回運営委員会（８月１９日） 

を行いました 
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全国手をつなぐ育成会連合会では、損害保険ジャパンと日立キャピタル損害保険と

連携して団体長期障害所得補償保険「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」を作りま

した。 

この保険は、育成会の会員かそのご家族が、病気やケガが原因で長期間仕事ができ

ない状態になった際、給与の６割相当額の収入を最長満６５歳までサポートする制度

です。 

この保険の特徴は、次の４つがあります。 

① 病気やケガのどちらも対象となり、さらに業務中・業務外・国内・国外を問わず

補償の対象となります。 

② 病気やケガを原因として働くことに支障が生じている就業障害の状態が長期に

わたり継続した場合にも、最長満６５歳までの長期間補償が続きますので、長患

いも安心です。 

③ 近年増加傾向のうつ病などの精神障がいにも対応しています。ただし、精神障が

いの場合は最長２４ヶ月補償の対象となります。 

④ 入院中や自宅療養中だけではなく、一部復職をした場合でも収入に支障があり、

就業障害発生直前と比べて２０%を超える所得の喪失のある場合には、補償の対象

となります。 

最近では、医療の進歩により死亡率の低下や入院日数の短期化が進み、一方で重い

病気からの回復の場合では、退院したものの在宅治療やリハビリが必要で、なかなか

復職できなかったり、病気の前のようには働くことができず、収入が減少してしまっ

たり、または体調が戻らず退職せざるを得ないといったケースも発生しています。 

長期間働けない状態が続いた場合、収入が減少してしまう上に生活費や住宅ローン

に加えて、新たに発生する医療費などの支出もかさみ、家計のバランスが崩れ、ご加

入の生命保険も万が一の死亡時や入院費などに充てられ、公的給付も働けないことに

よる収入の大幅な減少には十分に備えることはできません。【下図参照】 
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           就業障害発生                      ６５歳 

 

（一社）全国手をつなぐ育成会連合会で新たな保険プラン 

「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」を作りました 
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しかし、「手をつなぐ暮らしのお助けプラン」では、保険金のお支払い対象外期間は

９０日間ありますが、その期間を超えて就業障害の状態が継続している場合、ご契約

時に設定した保険金額を毎月最長満６５歳までの長期にわたりお受け取りいただけま

す。 

しかも、就業障害が原因でお勤めの会社を退職した場合などでも、就業障害の状態

が続いている限り、保険金のお支払いは続くので安心です。【下図参照】 

保
険
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ー
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平
均
月
収 

 

保険金のお支払 

対象外期間 

(９０日間) 

     

      

ご契約時に設定した保険金額 

（１０万円・２０万円・３０万円） 
  

           就業障害発生                       ６５歳 

今回、事業所協議会の皆さまにご紹介をするにあたり、全国手をつなぐ育成会連合

会では、保険に加入することができる人の見解の整理が行われましたので、併せてお

知らせいたします。 

① 各市町の育成会に関連する障害福祉サービス事業所（※ 注１）などの支援者（職員）

も、この保険に加入できます。 

  ※ 注１：障害児福祉サービス事業所を含む。 

② 特例子会社や就労継続支援Ａ型事業所などで働いているご本人も、この保険に加

入できます。 

③ 基本的には、個々で従来通りの育成会の会員になっている人になりますが、法人

や事業所単位で全国手をつなぐ育成会連合会の「特別賛助会員」（※ 注２）になるこ

とにより、支援者（職員）または特例子会社・就労継続支援Ａ型事業所などで働

いているご本人も保険に加入することができます。 

  ※ 注２：「特別賛助会員」１口につき、１０名まで保険加入が可能となります。 

さらに今年度に限りになりますが、特別賛助会員の年会費について、年度中途であ

ることから年会費無料になっています。 

また、特別賛助会員になった場合、法人や事業所

単位での保険加入者全員に、全国手をつなぐ育成会

連合会発行の広報誌「手をつなぐ」が毎月送られる

ことになっています。 

このタイミングを活用して、万が一に備えて所得

補償保険について、加入のご検討をしてはいかがで

しょうか？ 

お問い合わせや詳細については、全国手をつなぐ

育成会連合会 東京事務所 （電話：０３－５３５８

－９２７４）までお願いいたします。 
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昨年度の西日本豪雨災害や各地に大規模な被害をもたらした台風、今年度になって

も熊本や山形を中心とした豪雨災害など、水害を伴なう多くの自然災害が発生してい

ます。 

２０１５年（平成２７年）には水防法を改正し、洪水・高潮・津波に加えて雨水出

水（内水とも言われる）が追加されるとともに、洪水浸水想定区域図の対象とする降

雨が、「河川整備の目標とする降雨」から「想定し得る最大規模の降雨」に高められ、

洪水の浸水想定区域についても、想定し得る最大規模の洪水に対応するように拡充し

ました。 

しかし、２０１６年（平成２８年）８月に発

生した台風１０号によって、高齢者グループホ

ームで利用者が逃げ遅れて大きな被害が発生し

たため、２０１７年（平成２９年）に「水防法

等の一部を改正する法律」の施行により、水防

法と土砂災害防止法が改正されました。 

現在、各市町村では、これら改正された水防

法や土砂災害防止法に基づいたハザードマップ

が作成されていますが、まだまだ市民の方には

浸透していない状況もあります。各事業所では

各市町村から発行されているハザードマップを

確認していただき、事業所にどのような危険性

があるかの確認を今一度していただきたいと思

います。 

また、２０１７年の法改正では、浸水想定区

域内や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用

施設（社会福祉施設・学校・医療施設など）に

対し、洪水時の防災体制や訓練実施に関する事

項を定めた「避難確保計画の作成」と「避難訓

練の実施」が義務づけられ、そのうち避難確保

計画については策定（変更）した場合、市町村

に報告することが義務づけられています。 

しかし、報道によると２０１７年（平成２９

年）の法改正により、避難確保計画の策定が義

務付けられましたが、浸水想定区域内にある要

配慮者利用施設（社会福祉施設・学校・医療施

設など）での策定が進んでいない状況があるよ

うです。 

ハザードマップや防災マニュアルを点検してください 

 

 
 

 
 【国土交通省発行のパンフレット】※注 
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一方で、既に取り組まれている要配慮者利用施設（社会福祉施設・学校・医療施設

など）でも、避難確保計画が策定されてはいるものの、施設での実態と掛け離れてい

る状況や、実際に活用がされていない状況もあります。 

この機会に各事業所の避難確保計画は元より、災害対策マニュアルやＢＣＰ（事業

継続計画）も点検していただき、誰もが活用できるようなマニュアルや計画の整備に

努めてください。 

 
 

     ◆要配慮者利用施設の浸水対策（国土交通省） 

       避難確保計画作成の手引きやパンフレット（※注）が掲載されています。 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html 

     ◆社会福祉施設等における災害への備え（大阪府） 

       地震・水害・津波の各種マニュアルや事業継続計画作成のリンク集になります。 

      http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/saigaisonae/ 

     ◆新型コロナウイルス対策の手引き（神戸市） 

       障害者・児施設向け（入所系・通所系）の手引き。 

      https://www.city.kobe.lg.jp/documents/31814/r020414_covid_tebiki.pdf 

     ◆（公社）全国老人福祉施設協議会 

  新型コロナウイルス感染症に関する情報が掲載されています。 

      https://www.roushikyo.or.jp/index.html 
 
                              （近畿ブロック 飯塚 聡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考になるホームページ 

 

 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/saigaisonae/
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/31814/r020414_covid_tebiki.pdf
https://www.roushikyo.or.jp/index.html
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新宿あした作業所〔社会福祉法人 新宿あした会〕 

（東京都 新宿区） 

当事業所は、新宿区手をつなぐ親の会が立ち上げた社会福祉法人新宿あした会が

運営しております。 

東京都新宿区は、都庁やオフィス街など都会的なイメージがある一方、早稲田な

ど多くの大学・学校や、コリアンタウン・ネパールタウンがある大久保、緑豊かな

新宿御苑や明治神宮外苑など雑多な文化を内包しています。 

ちなみに「新宿」と言う地名は、江戸時代に日本橋を起点に整備された五街道（東

海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道）のうち、山梨まで続く甲州街道に

新しくできた宿場町と言う事で、新宿と言う地名が付いたと言われています。 

新宿あした作業所は昭和５４年（１９７９年）に開所し、現在は就労継続Ｂ型事

業所として事業実施をしており、２２名の方が利用しています。 

年間を通じて行っている作業としては、小箱の組立、雑巾縫製、花壇の管理、封

筒印刷、養蜂などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑巾縫製はおしぼり業者より、おしぼりとして使われなくなったものを回収し、

それを選別して２枚重ねの雑巾にしておしぼり業者に納品しています。業者はそれ

を取引先に配ることでごみを減らして顧客サービスを行う事が出来、事業所は工賃

を得られるというお互いに利益のある作業となっています。 

花壇の管理は新宿区より区の所有地

にある公園や建物の花壇管理委託を受

けており、年に４回ほど花を入れ替えな

がら季節を彩っています。 

また優先調達法以前より新宿区から

特定の封筒は全て当事業所に注文を受

けており、ありがたいことに継続して注

文を受け続けています。 

 

 

【花壇管理の作業】 

 

【小箱の組立作業】 

 

【雑巾縫製の作業】 
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新宿区には「新宿区障害者福祉事業所

等ネットワーク」というネットワーク事

業があり、「しんじゅＱｕａｌｉｔｙ（ク

オリティ）」の愛称で親しまれておりま

す。 

昨年度より「しんじゅＱｕａｌｉｔｙ」

では障害者の就労機会の創出と地域の

方々との交流を目指してミツバチプロ

ジェクトを立ち上げました。 

今年度２か所目の養蜂を行う事業所として委託を受け、利用者と共に建物の屋上

で養蜂を行っています。 

最初はおっかなびっくりだった職員や利用者も、今ではずいぶん慣れてきました。 

初年度という事と長い梅雨の影響もあり採蜜量は少な目ではありましたが、それ

でも３０ｋｇ以上のはちみつを採蜜することが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それらのハチミツは区内の福祉ショップで販売する他、新宿区の特色を活かして

様々な有名百貨店の特設催事場で販売なども行っています。 

ここ最近、何かと歌舞伎町界隈が感染関連のニュースで話題になっておりますが、

過度に恐れることなく、正しく予防に努めて利用者の方たちと共にこれからも事業

を続けていきたいと思います。 

（社会福祉法人 新宿あした会 

新宿あした作業所 所長 高田 範一） 

 

 

 

 

 

 

 
【ブランド名のロゴマーク】 

 

【ミツバチの巣脾（すひ）】 

 

【遠心分離機で蜜を分離】 
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５月の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の解除後には「新しい生活様

式」が言われ、初めて迎える夏の様相も変化しています。 

夏の風物詩であった花火大会や縁日も軒並み中止となり、全国的に移動を自粛した

ことから帰省ラッシュもピークもなく新幹線や高速道路も閑散としています。 

夏休みも短くなり、子どもたちのお世話で動員がかかるラジオ体操も、例年であれ

ば４週間ほど開催され毎朝が大変ですが、今年度は２週間のみの開催です。 

例年は全国各地からの中継が毎日あり、「今日は〇○県の◇◇市に･･･」と音声だけ

ですが、地元の見どころ紹介もあり旅行をした気分になることができましたが、今年

度はスタジオ収録のピアノと掛け声だけの淋しい放送になっています。 

また、異常な暑さも拍車をかけている

のか、参加する子どもたちも例年の３分

の１くらいだそうで、大きな声を出すこ

ともはばかられるため、会場の公園では

数人の子どもたちが黙々と体操をして

いる状況です。 

いつまでこのような状況が続くのか、

誰にも予測はできませんが、人と人との

繋がりも希薄になってしまわないか心

配です。 

（近畿ブロック 飯塚 聡） 
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